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本論文の限界および今後の課題

1.問 題 の所 在

消費者信用市場の健全な発展 に欠かせない消費者信用報告 シ.ズテムは、消費者信用産業

が最初に発達 した米国で誕生 し成長した。その後、世界各国で政治経済状況を問わず、様々

な消費者信用市場が着実 に形成 され、拡大 したため、現在では多くの国 々で消費者信周報

告システムがそれぞれの市場特性に応じて運営 されている.

中国においては、1997以 後の内需主導型成 長政策への転換 に伴い、消費者信用市場が 目

覚 しい発展 を遂 げた。 しか しなが ら、消費者信用業務が個人信用情報インフラのない段 階

で展開 したため、延滞、債務不履行などのマイナスな面が浮き彫 りになってきた。その上、

WTO加 盟時に約束 した2006年 の金融市場の全面開放 に備 え、法制度の不備 と厳 しい規制

環境に置かれていた中国の金融分野は改革を余儀な くされた。 この改革の重要な要素 とし

て、信用情報機関を始めとす る消費者信用報告システムの整備がある。

中国の消費者信用報告システムはいかに展開 していくべ きか、また、その健全な発展の

ために、政策運営上 どのようなことに気をつける必要があるか。本論文はこれ らの設問を

念頭に置きなが ら、先行研究の レビューか ら導 いた教訓および国際制度比較の視点から得

られた示唆に基づ いて、中国の消費者信用報告 システムのあ り方について提言 を行 う。先

行研究の レビューを通 じて、個人信用情報機関の運営上におけるベス ト・プラクテ ィスに
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ついて、いくつかの結論 を導 くことができる。国除比較の視点からは、他国で既に実践 さ

れてい る消費者信用報告システムの運営方式、規定および指針を検討す ることによって、

いかなる規制を最低限実施すべきかを分析するのに役立つ。また、他国の現状を参照す る

ことは、中国における消費者信用報告 システムのあり方 を検討する上で、ベス ト・プラク

テ ィスからの大きな隔たりや誤 りを削減するのに役に立つと考えられる。

2.先 行研究の示唆

消 費 者 信 用 報 告 シ ス テ ムの ベ ス ト ・プ ラ ク テ ィ ス を探 る た め に 、 既 存 の 研 究 は 、 情 報 の

非 対 称 性1、 逆 選 択2、 モ ラル ハ ザ ー ド3等 の 理 論 的 枠 組 み を胴 い て 、 消 費 者 信 用 報 告 シ ス

テ ム の 存 在 理 由 、 経 済 価 値 、 異 な る情 報 共 有 の 仕 方 に よ る経 済 効 果 の 相 違 に つ い て 論 じて

き た。 初 期 の 研 究 は 、 信 用 市 場 に お け る情 報 の 非 対 称 性(信 用情 報 の 欠 如)が 、 モ ラ ル ハ

ザ ー ドお よ び 逆 選 択 を誘 発 し、 貸 出 リス ク を上 昇 させ 、 貸 し 手の 期 待 収 益 、 貸 出 総 額 、 ま

た は 消 費 者 の 信 用 商 品 へ の ア ク セ ス 可 能 性 を 低 下 させ る こ と を示 し た(Stiglitz&Weiss,

1981)。 国 際 的 、 歴 史 的 証 拠 か らみ る と、 借 り手 の 移 動 性 が 高 く、 信 用 市 場 の 潜 在 需 要 が 大

き い場 合 に 、 貸 し予 に は 借 り手 の 情 報 を 共 有 した い と い う イ ン セ ン テ ィブ が 働 く(Padella

&Pagano,1993)。 ま た 、 完 全 競 争 状 態 の 信 用 市 場 に お い て 、 貸 し手(銀 行)は ネ ガ テ ィ ブ

情 報 を 白 発 的 に共 有 す る イ ン セ ンテ ィブ を持 つ と の 結 果 も得 られ た(Jeong,2006>。Pade】la

&Pagano(1997)は 、 個 人 信 用 情 報 機 関 の 存 在 理 由 と して 、 そ れ が 信 用 市 場 に 組 み 込 まれ

た 情 報 収 集 機 関 と強 制 執 行 機 関 と して の 両 方 の 役 割 を 担 い、 貸 し手間 の 情 報 の 共 有 お よ び

信 用 情 報 の 正 確 性 を確 保 で き る こ と を論 じて い る 。

消 費 者 信 用 報 告 シ ステ ム の 経 済 価 値 に 関 して 、Pagann&JaPPelli(1993)は 、 個 人 信 用情

報 機 関 が逆 選 択 の 問 題 を 解 消 し、 借 り手 の 範 囲 の 拡 大 、 延 滞 率 と貸 出金 利 の 低 下 に つ な が

る と い う結 果 を得 た 。 そ の 後 の 研 究 で は 、 貸 し手 間 の 信 用 情 報 の 交 換 は借 り手 に 対 して ロ

ー ン を 返 済 す る イ ン セ ン テ ィ ブ が 働 く こ とが 示 され た(Padilla&Pagano
,1997;Padilla&

Pagano,1999)。Jappeli&Pagano(2002)は 、43ヶ 国 の デ ー タを 用 い て 、 ク レ ジ ッ ト市 場

の 範 囲 は 信 用 情 報 の共 有 に 有 意 に 関 係 して い る の を 実 証 した 。近 年 、日本 に お け る研 究 で も、

信 用 情 報 機 関 の デ ー タ が 借 り手 の 信 用 力 を 評 価 す る ス コ ア リ ン グ モ デ ル の 予 測 正 確 性 を 高

め る こ とが 実 証i的に示 され た(書 間 ・坂 野 ・樋 口,20021。

異 な る情 報 の 共 有 の 仕 方 に よ っ て 、 個 人 信 用 情 報 の 有 効 性 も異 な る。 米 国 に お け る研 究

で は、 ク レ ジ ッ トビ ュ ー ロ ー ・デ ー タ の 有 効 性 は カ ー ド申込 書 デ ー タ の そ れ を 上 回 り、 し

か も ク レ ジ ッ トビ ュ ー ロ ー ・デ ー タが 詳 細 に な る ほ ど 、 そ れ の 予測 力 が 上 昇 す る との 研 究

結 果 が得 られ た(Chandler&Parker,1989)。 ポ ジ テ ィ ブ情 報 と ネ ガ テ ィブ情 報 ζを と もに
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収 集 す る完 全 デ ー タの 経 済 効 果 は 、 ネ ガ テ ィブ情 報 の み の 場 合 を上 回 り(Barron&Staten,

2000)、 社 会 的 厚 生 の 面 か ら考 え て も よ り望 ま しい との 結 果 が得 られ て い る σeong,2006)。

3,世 界の消費者信用報告 システム

消費者信用報告 システムの あり方は、各国で大 きく異なっているが、世界の消 費者信用

報告システムを米国型、EU型 、日本型 に分類することで、それらの特徴 をほぼ網羅する こ

とがで きる。米国型は独立 した第三者が運営 し.営 利を目的としている。EU型 では、中央

銀行、 または金融監督当局主導で構築 され、非営利方式で運営 されている情報機関が市場

に存在する。日本型は業界別に会員制で構築 され、運営 されている。

本節では、米国型、EU型 、 円本型の消費者信用報告システムについて、性質、収集 され

る情報の内容、制度的環境等の視点か ら分析 し、中国における消費者信用報告 システムの

あり方 を検討する上での基礎 としたい.

3-1米 国型 消費者信用報告 システム

3-1-1概 観

米国では、企業信用情報と個人信用情報が完全に分かれた収集体制が定着 している。米

国の消 費者信用報告システムは、19世 紀末の産業革命の産物 として、政府の支援な しに、

実需に応 じて市場か ら生み出され た、金融機関以外が所有す る営利 を目的とする民 間企業

である(米 国ではクレジッ トビューローと呼ばれている)。米国の消費者信用報告システム

は、特定のビジネスとの関わりがな く、個人信用情報に対す るrH場 性を追及 し、対価 を払

う者は誰でも利用することがで きるとい うオープン ・システムを採用 してお り、 クレジッ

トビューローへの情報提供も強制 されているものではない。 クレジッ トビュー ローでは金

融機関以外に流通系企業や債権回収会社等にも幅広 く会員資格があり、消費者信用報告の

提供以外 に、信用情報を活用 したスコア リング、プ リスクリーニング、およびデータマー

ケテ ィングなどのサービスも提供 されている。また、一定の条件を満たしていれば、保険

契約時の審査や雇用時の判断等に信用情報を利用することも許容 されている。

米国では、個人信用情報の共有がクレジ ットの広範な利用可能性 と低い延滞率を同時に

達成することに貢献 している。FRBの 調査によると、1970年 には低所得の家計の2%し か

クレジッ トカー ドを持っていなかったのに対 して、isss年 にはその比率は28%に 上昇 した。

このような高いクレジッ トアクセス率の伸びにも関わ らず,低 所得水準の家計の負債率 は

同時期において、2%か ら5%ま でのわずか3%増 加 した(FRB,2001)。

米国のクレジッ トビューローは、国内市場が成熟化 してきたために、海外に成長機 会を
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見 出 して い る 。 エ キ フ ァ ッ ク ス 、 エ キ スペ リア ン、 トラ ン ス ユ ニ オ ン と い っ た3大 ク レ ジ

ッ トビ ュ ー ロ ー は 目覚 しい 勢 い で 、 海 外 進 出 して い る。5

3-1-2収 集 され る情 報 の 内 容

米 国 の ク レ ジ ッ トビ ュ ー ロ ーの 情 報 ソ ー ス は 、 銀 行 や 保 険 会 社 、 公 的 デ ー タベ ー ス 、 イ

ン タ ビュ ー調 査 等 、 広 範 に わ た っ て い る(表1>。

表1ク レジットビューローに収集される情報

情報主体確認情報 氏名、住所、身分証明書番号、就職先の住所等

返済履歴

(ポ ジテ ィブ情 報

とネガテ ィブ情報

が含 まれて い る)

すべ ての信 用取 引履歴 、 ク レジッ トカー ドの 限度額 、不 動産借 入の有 無、 最

近 の返 済額 、 まだ払 って い な い ロー ンの金 額、 過 去24-36ヶ 月に おい て

の返済 の状 況(タ イム リーであ るか どうかi,事 故憐 報(債 務 超過 、破 産等);

(情報 主体 の同意 が あれば)セ ンシテ ィブ情 報(雇 用、 医療 情 報等)

公的各種記録 破産記録、裁判所での裁判記録、脱税記録等

照会履歴 信 用情 報 にア クセ ス した貸 し手の リス ト等

3-1-3制 度的環境

米国の消費者信用報告システムを規制 している法律 として、FCRA(公 正信用報告法)等

の個別法6が ある。 また、業界側 も消 費者のプライバ シー保護に自主的に取組んでい る。

FCRAは1970年 に制定 され、それから何回にわたって改定 された。この法律は米国におい

て初めてのプライバ シー法であ り、貸 し手、借 り手、およびクレジッ トビューローの三者

のニーズをバ ランスさせる法律である。

表2米 国の消費者信用報告システムの制度的環境

関連法律
(個別法で
対応)

「FCRA

(公正信用報告法)」

個人信用情報の正確件を促 し.消 費者が信用惰報機関に対 して自己の信

用情報 を開示するよう求める権利 を保証 し、情報提供者 の義務を規定 し

た。

「グ ラム ・リーチ ・

ブ ラ イ リ ー 法 」

「金 融情 報 プ ライ
バ シー法」

個 人 の金 融情 報の プ ラ イバ シー とセ キ ュ リテ ィーを守 る要件 を定

め、非 公 開情 報 を本人 の同 意 な しに第 二 者 と共有 ・販売 す るの を

禁 止す る。

「FACTA法 」1:FCRA

法 の修正法 案 と して

2003年 に成 立)

年に1回 消費者に無料の信用報告を提供することを義務付け、不
正確または不完全な情報について、内容の再謂査や修正を求める
権利を認めた。

信用情報の
第三者提供

要件

・信 用情報 主休へ の通知

・本 人の求 め によ って 自己の情 報 の第 三者 提供 を停 止す る ことがで

き るとい う 「オプ トア ウ トゴ7の機 会
・プ ライバ シ ー原 則の周 知

認められる場合

・情報主体に求め られ た取引 〔口座 の開設等)を 行 う際に必要 な場合

・情報 主体 か らの 指示、 あ るいは 同意 が あっ た場合
・FCRA等 の 法規制 に よる要請 が あっ た場合
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3-2EU型 個 消費者信用報告 システム

3-2-1概 観

EU諸 国の消費者信用報告 システムが、国により異なっているが、多くの国 において、

中央銀行、または金融監督 当局によって構築、運営 されている公的信用情報機関が民間の

信用情報機関と共存 している。公的信用情報機関は、非営利の運営方式で、無償で会員 と

なる商業銀行に憎報 を提供す る。また、EU統 一のデータ保護指令が適用 され、データの

収集、提供 および利用は制限 され るのが特徴である。米国に類似 した信用情報機関 を発展

させているのは、英国とオ ランダのみである。8フ ランスとベルギー・ではかつて公的信 用

情報機関 と民間信用情報機関が特定の市場で共存 していたが.プ ライバシーに関する制限

が厳 しいため、両国の民間信用情報機関は最終的に公的信用情報機関によって市場か ら押

し出された.

EU諸 国においては、国境 を越 えた人口の移動が盛んになるに伴 い、EUの 消費者信用市

場は大きく変貌 し、国境 を越 えた広範な信用の提供および個人信用情報の流通に対する需

要も大 きくなっており、EU諸 国の消費者信用報告システムに関する共通規則の制定が必要

になった。国境 を超えた クレジッ ト取引の制隈を取り除 くために、1995年 に 「EUデ ータ

保護指令」(略 称:EU指 令)が 実施 され、加盟諸国の消費者信用報告 システムについて均

質的なルールの適用を求めた、だが、EU構 成諸国ごとの元々の消費者保護策が異なるため、

EU指 令へ対応す るための各国の法律の修正 と整備がそれぞれ異なる段階にある。

ヨーロッパでは国を超 えた信用情報の交換はまだ初期段階にある。民間信用情報機関の

場合、信用情報機関のネ ットワークを通 じて行われている。これ らの信用情報機関は共同で,

異 なる信用報告の基準 を統一の言語に転換す るための 「キー ファクターシステム(key

factorsystem)」 を構築 して いる。公的信用情報機関の場合、欧州 中央銀行(European

CentralBank)の 信用情報機関の作業部会(WGCR)は 、情報の共有 に取 り組んでいる。

3-2-2収 集 される情報の内容

EU諸 国の個人信用情報機関が取 り扱っている信用情報の範囲が国 ごとに異なっている。

英国、 ドイツ、スウェーデ ンではポジテ ィブ情 報とネガティブ情報を含み、大規模な信用

情報の交換が行われている。 フィンラン ドとオ ランダでは中規模な、ポル トガルとギ リン

ヤ等の国では初期の信用情報の交換が行われている。一方、フランスでは、ネガティブ情

報のみが収集 されている。

また、EU指 令に基づ き、人種や民族、政治、宗教観や思想信条、労働組合の組合員資格

等のようなセンシテ ィブ情報、医療情報の収集 は制限 されているのが特徴である。多くの

国では与信の判断に必要最低限の消費者信用領域の情報のみが収集 されている。
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3-2-3制 度的環境

OECD勧 告やEU指 令に基づき、EU諸 国はそれぞれプライバ シー法やデータ保護法 を制

定 し、包括的9に 個人情報の収集と利用に言及 している。また、「消費者信用法」(英 国〉等

のような消費者信用産業に対する個別法を設けている国 も存在する。 またEU指 令は消費

者に、あらゆる情報の取扱者に対するアクセス権、あらゆる時で情報取扱者の 「合法的な

利益に」のみにつながった情報処理 を拒否す る権利を与えた(表3)。

表3EUの 消費者信用報告システムの制度的環境

各国の プ ライ
バ シー法 、 デ
ー タ保護 法is

基本原則
・情 報 主体 が 自分 の情 報 が収集 され るの を告知 され る こ と

・秘 密 的な デー タ収集 が発 生 しない こ と

情報主体の権利

・収 集の 前 に告知 され る権利

・デー タヘア クセ スす る権利 、デ ー タの修 正、削除を要求す る権利
・特 定の デ ー タの取 り扱 い 方に異議 を申立て る権 利

・人種 、宗 教信 条 等の情 報 が記録 され ない権利

「EUデ ー タ保

護指令 」

情報主体の権利

・(あ らゆ る潜 在 的 な)情 報の取 得 者 、情報 の使 用 者 、 お よび 使

用 目的 につ いて告 知 され る椹 利
・アクセ ス権

、 使用 停止 と訂 正 を要 求す る権利
・異議 申 立て樺

・単純 に自動 化 した 与信判 断 に左右 され ない権利(申 請 が拒 否 さ

れ る場 合 、 白分の意 見 を述べ る権利)

データの二次使用 制限 され、正 当な 目的 の みに使 用で きる

信用情報の利用 与信判断以外の利用は制限される

3-3日 本型消費者信用朝告 システム

3-3-1概 観

日本では、米国 と同 じく、企業信用情報 と個人信用情報 とは完全に分け られてお り、そ

れぞれ別の信用情報機関によって取 り扱われている。

目本の個人信用情報機関は、銀行、消費者金融、信販等の業界ごとに個別に誕生 し、そ

れぞれの市場や商品の特性 に応 じた形で発展 し整備 されて きた。個々の個人信用情 報機関

においては、それぞれ入会資格を満た した与信業者が会員になっており、運宮 を行 ってい

るが、業界横断的なシステムを通じて、他業界の信用情報(延 滞等のネガティブ情報のみ)

を照会することができる。

3-3-2収 集される情報の内容

収集 される情報の内容 として、会員からの収集情報と独自収集情報がある(表4)。
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中国の消費者信用報告システムのあり方

表4日 本の個人信用情報機関に収集される情報の内容

会員から
の

収集情報

本人を特定する清報 氏 名、生 年 月 日、性 別 、住所 、電 話 番号 、勤務 先等

本人の取引に関する情報 借 入 日、借入金 額、 入金 口、残 高金額 、完 済 日等

本人の取引から発生する情報 延滞情報、延滞状況の解消情報等

消費者保護および与信を補足

するための情報

照会の日付情報、連帯保証人の情報、非会員へ債権

をわたした情報等

独自収集情報 公的記録情報、電話帳に掲載された情報、本人の申
告情報

3-3-3制 度的環境

日本の消費者信用報告システムにおいては、「信用情報」が消費者信用市場の発展 に必要

なものであると同時に、個人のプライバ シー一保護が特段 に配慮 されているといえる。個人

信用情 報機関の業務に影響を与 えている関連法律 として、包括的な 「個人信用情報保護法」

以外に、「貸金業規制法」、「割賦販売法」、「銀行法」等の個別法がある。

各個人信用情報機関では、情報開示制度 を整備 し、 ローン申込時や契約時には情報の登

録に関す る本人か らの同意を取得す る等の取 り組み を行 っている.日 本においての個人信

用情報の第三者提供については,あ らか じめ個人の同意を取 らないでの提供が原則的に禁

止 され、個人信用情報の利用も与信判断のみに限定されている。

2006年 に過剰貸付防止のための総量規制を核心 とした貸金業規制法改正法案が可決 され

たことは、今後の個人信用情報機関の運営に大きな影響をもたらす と思われる.11

4.中 国の消費者信用報告システム

4-1中 国の消費者信用報告 システムの概観

中国の信用報告 システムには、中央銀行主導で構築 され、非営利 目的で運営 されている 「信

用情報基礎データバ ンク」、地方政府による株式所有 ・資本参加によって運営 されてい る地

域型信用情報機関is、および完全な民間信用情報機関がある。民間信用情報機関は主に企業

の信用情報を取 り扱 っているのに対 して、信用情報基礎データバ ンクおよび地域型信用情

報機関は、企業信用情報 と個人信用情報を同時に収集している。

本節では、中国の代表的な個人信用情報機関として、中央銀行によって運営 されている 「個

人信用情報基礎データバ ンク」および上海市政府 と中国人民銀行の認可 を経て設立 された

「上海資信有限公司」を取 り上げ、中国の消費者信用報告システムの現状 を説明す る。
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中国の消費者信用報告システムのあり方

4-2個 人信用情 報基礎 デー タバ ンク

4-2-1概 観

個人信用情報基礎 データバ ンクは、「個人信用情報基礎データバ ンク管理暫定弁法」 を根

拠 に中国人民銀行の主導で設立 された。この システムは2006年1月 に正式に稼動 し、5.5

万台の検索端末を通 じて、一 日11万 件の検索サービスを提供 している。2006年3月 現在、

すべての株式制商業銀行、115の 都市商業銀行、13の 省レベルの農村信用社、62の 地方農

村信用社、72の 都市信用社がこのデータバ ンクへ情報を提供 している。13

この システムは、商業銀行等の金融機関の本部 と専用のネッ トワークでつなぎ、更に商

業銀行内部のネッ トワークを通 じて、各支店の業務カウンターの端末まで設置 される。商

業銀行は専用線とデ ィスク等の媒介で、データバ ンクへ定期的に情報を提供する。

運営方式から見ると、個人信用情報基礎 データバ ンクは無償で商業銀行か らデータを収

集 し、無償で会員 となる商業銀行へ信用情報を提供する。それの運営は、財政負担で、中

国人民銀行情報管理局によって行われている。

4-2-2収 集 され る情 報 の 内 容

2005年 年 末 ま で に、 こ の デ ー タバ ン ク に 収 集 さ れ た 消 費 者 信 用 貸 付 残 高 は2.2万 億 元

と な り、 全 国 の 消 費 者 信 用 貸 付 残 高 の97.5%を 占 め る。2006年10月 時 点 で は 、5.3億 人

(内5,500万 人 が 貸 出 記 録 を 持 つ)の 個 人 信 用 情 報 が この デ ・・タバ ン ク に 収 集 され て い る

(表5)。14

表5個 人信用情報基礎データバ ンクに収集 される情朝の内容

情報}体 の確認情報

個人信用取引情報

個人信用取引情報以外の個人の
信用状況を反映する関連情報

照会記録

氏 名、 身 分証 明書香 号、住所 、就職 先 等

u一 ン、 デ ビ ッ トカー ド、 ク レジ ッ トカー ドの 申込 み状 況 、個

人信 用 取 引 に おい て の貸 付(ま たは カー ド)の 承 認 銀 行、 貸

付 額 、 ク レジ ッ トカ ー ドの利 用限 度 額 、 返済 方 式 、実 際 の返

済 記録

個人の位宅積立金情報

情報を照会した商業銀行のリストおよび照会の時間と理由

4-2-3制 度的環境

消費者の利益保護 と信用情報の安全性 を配慮 し、中国人民銀行は 「個人信用情報基礎デ

ータバ ンク管理暫行弁法」、「個人信用情報基礎データバ ンク金融機関使用者管理弁法」、「個

人信用情報基礎データバ ンク異議処理規定」等を制定 した(表6)。
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中国の消費者信用報告システムのあり方

表6個 人信用情報基礎データバンクの関連規定

「暫定弁法」

情報の収箪 情報主体の同意の取得

情報の共有
の要件

・〔債 権の 回収 を除 き)情 報主 体の 書面 での同 意

・与信 判 断お よび リス ク管理

・商業 銀 行間で のJjit有

シス テ ムの

セ キ ュ リテ

ィに関 して

・中央銀行は各商業銀行の情報照会担当職員の管理を行う
・規定を違反した行為に対する経済的、法律的処罰を行う
・商業銀行は情報の各種処理、セキュリティ管理、照会状況を定期的
に中央銀行へ報告する

・信用情報の正確性の確保

・情報主体の自己情報の閲覧、異議申立権および訂正を求める権利を保障する

4-3上 海資信用有限公司

4-3-1概 観

上海資信有限公司は1999年 に、上海市の条例である 「上海市個人信用情報管理試行弁法」

を根拠に、上海市政府と中国人民銀行の認可を得て設立 された中国初の信用情報機関である、

上海資信有限公司は政府主導の市場化運営方式で(無 料でデータを収集 し、会員照会の

場合は5元 、情報主体照会の場合は30元 の手数料で信用報告 を提供する15>、上海市内で業

務 を拡大 してきた,そ れの会員は、商業銀行(外 資系銀行を含む)、 ノンバ ンク、質屋、公

共事業機関、携帯電話会社など多岐にわたる。

現在、この信用情報データベースは専用のネッ トワークを通 じて銀行や ノンバ ンク、商業、

公共管理等の分野に対 して、サービスを提供することが可能 となっている。それのサービ

スは、現時点で消費者信用報告の提供と信用力の評価に限定 されている。

4-3-2収 集 される情報の内容

上海資信有限公司のデータベースには9種 類 ・267項 にわたる個人信用情報が収集 されて

いる(表7)。

表7上 海資信有限公司が収集する情報の内容

情報主体の確認情報 氏 名 、家庭状 況 、職 業状 況

個人僑甲取引情報 各種のローンの申込および返済記録等

簡業機関、社会公共管理部門での支払い記録 例;移 動通信の支払記録、一部の公共料金の支払記録

公共記録、照会履歴、異議申立情報など

情報主体の同意なしで収集できる情報

・ネガティブ記録、特殊業種の従業員の原則違反
および処分を受けた記録

・一般閲覧.可能な公共記録
・すでに公開されている個人信用情報
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中国の消費者信階報告システムのあり方

2006年6月 末時点で、同システムは686万 人分(上 海市の総人口は1360万 人、就業人口

は836万 人}の 信用情報が登録され、一・日あたりの検索回数は7000回 に登っているie

4-3-3制 度的環境

「上海市個人信用情報管理試行弁法」は、この システムの根拠であり、個人信用情報の正

確性,消 費者の利益保護等について言及している。

表8上 海市の消費者信用報告システムの制度的環境

「試行弁法」

情報の
共有

・情 報主体 の書 面での 同意

・与・信 判 断、 リス ク管 理
・雇 用の 際の信 用力評 価

・第 三者提 供 を制限 し、情報 の提 供者 ・情報 主体へ しか提供 で きない

情報主体
の権利

・情報 主体 の 自己情 報 ア クセ ス権 を保障 し、年 一・回 無償 で情 報主体へ

信 用 報告 を提供 す る
・情報 主体 の異議 申立権 、 訂正 を求 め る権利 を保 障 す る

・デ ー タの安 全性 、正確性 、客 観性の 確保
・違反 す る行 為 に対す る経済的 な処罰

、民 事 責任 、お よび 刑事 責任 を言及

5,中 国の消費者信用報告 システムの あり方

5-1消 費者信用報告 システムの国際制度比較

消費者信用報告 システムの制度的フレームワークa,信 用情報機関の性質、信用報告 に

関する法的フレームワーク、 プライバ シーに関す る法的フレームワーク、収集 され る情報

の内容、情報共有 に関する規制、信用情報の利用等の要素 を含んでいる。第3節 の各国の

消費者信用報告 システムおよび第4節 の中国の消費者信用報告システムの現状に関する説

明を踏まえ、上記の制度的 フレームワークを用いて、米 国型、EU型 、日本型の消費者信用

報告システムを中国のそれと比較すると、以下のようにまとめられる 俵9)。

表9の 国際制度比較を通 じて、世界の消費者信用報告 システムは、データの完全性、 イ

ノベーシ ョン能力、関連の法律 ・規制、地域制限の有無、構築の目的等においてかな り異

なっていることが伺 える。 そして、 これ らの相違の分析は、先行研究の レビューか ら得 ら

れた教訓 と共に、中国の消費者信用報告システムのあり方を考えるのに大きな示唆 を与 え

ると思われる。
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中国の消費者信用報告システムのあり方

表9米 国型、EU型 、日本型、および中国の消費者信用報告システムの比較

中 国

米 国 EU 日 本 全国型信用 地域型信用情報機

関(ヒ 海資信有 限
情報機関

公司を例に)

市場 2兆1101ffiド ル17 7767.30億 ユ ー ロie 74兆1417億 円IS 2.2万 億 元 ⑳(約33兆 円〉

規模 対GDP=isz% 対GDP:8.4% 対GDP=13.4% 対GDP;iz%
一.

運営者 独 立の第三者
中央銀行、独立の第

三者 他
業界側 中央銀行

地方政府が株式保

有、資本参加 し,

市場化運営

展開

範開
業界横断、国際的

業界横断、国聞の交

換 は初期段 階にある
業界別、濁内 業界 〔限定)横 断

業界梗断、地域 内

限定

・営利型 ・非営利 と営利型の ・非営利型 ・非営利型 ・営利型

・企業情報と個人情 共存お よび公的独 ・企業情報 と個人情 ・企業情報 と個人 ・企業情報 と個 人

報 を個別に収集 占 報を個別に収集 情報を共に収集 情報を共 に収集

特徴
・多 様 なサ ー ビス

●才 一 プ ン ・シス テ

・サービスは情報の

提供に限定

・サービスは惰 報の

提供に限定

・サービスは情報

の提 像に限定

・サ ー ビス:情 報

の提 供 、 〔一 部)

ム 。会員資格 に制限あ ・会 員資楕が業界内 ・会員資格に制限 信用力の評価

り に限定 あ り ・会員資格 はか な

り広範

・ポ ジ テ ィブ ・ネ ガ ・一 部 の 国 で ネガ テ ・ポ ジテ ィブ ・ネ ガ ・ポ ジテ ィブ ・ネ ・ポ ジテ ィブ ・ネ

収集 さ テ ィブ情報 をとも イブ情報のみ テ ィブ情報 をとも ガテ ィブ情報を ガティブ情報を

れる情 に収集.・ 最低限な情報 に収集 ともに収集 ともに収集

報 ●セ ンシテ ィブ情 を 。セ ン シテ ィブ情 報 ・情報が限定される 。情報 が隈定 され ・情報が比該的広

含み、広範囲に渡る.の 収集は制 限され る 範に渡る

・包括的プライバシ 。包括的個 人信用情 ・関連法律 なし ・関連法律な し

法的 フ
一法 お よび デー タ 報保護法 ・暫定弁法のみ 。試行弁法のみ

レー ム ・個別法で対応 保護法 ・業界別の法律 ・行政 の裁量権

ワー ク ・多重債務防止の法 ・シス テ ムの安 全

律 性を特に重視

プライ

バシー

の規定 .

・個別法で対応

・業界 の目主的取組

・非常 に厳格 なプラ

イバ シー保護

。消費者のas種 権利

を重視

・プ ラ イバ シー 保護

を重 視

・(「暫 定弁法」で〉

消費者の利益保

護を言及

・(「試行弁法」で)

消費者 の利益保

護 を言 及

情報の

共有 に

関す る

・オプ トアウ ト原則

・第三者提供 を尊重

・オプ トイン原則

電第三者提供 を制限

・情報主体 か らの同

意取得な しの第工

者提供 は禁止 され

・(債権の画収 を

除き)情 報主体

の書面での同意

・(債権の回収 を

除 き〉情報主体

の書面での同意

規制
・業 界 間 は ネ ガ テ ィ ・第三者提供 を制 ・第三者提供 を制

プ情 報のみ共有 限 限

・与 信 ・一般的に与信のみ ・与 信 ・与 信 ・与 信

情報の
・プ リス ク リー ニ ング ・二次使用を制限 ・雇用の際 の評価

利用
・マ ー ケ テ ィ ング

・雇用の際の評価

他
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中国の消費者唇用報告システムのあり方

5-2中 国の消費者信用報告 システムの あり方

5-z-i信 用情報の完全性の確保

国際制度比較から、米国を除いたほ とんどの国では、収集される個人信用情報が不完全

であったり、ポジテ ィブ情報の利用が制隈 されていることが多いのが分かる。このよ うな

情報の不完全性の原因 として、情報の流通が会員内という狭い範囲に限 られているこ とに

加 えて、規制の存在 も考 えられる,

先行研究の教訓から明 らかなように、信用市場での信用リスク管理において、借 り手の

信用力評価の正確性 は、信用情報の完全性 と密接に関連 している。中国の場合、完全な消

費者信用報告は、銀行、証券会社、保険会社等の金融機関以外に、公共事業機関、通信機関、

商業機関、税務機関、公安 ・司法部門、コ ミュニティ等の幅広い範囲のデータを網羅す る

ことが必要になる。

現在の中国の消費者信用報告 システムの発展の最 も大 きな障害は、多くの政府機関が情

報 を閉鎖する方針を採っているために、完全な信用情報をまだ構築で きていないことにあ

る。 このような信用情報の不完全性は、消費者信用市場の発展にマ イナ スの影響を与 える

と考 えられる。中国の消費者信用報告システムは、情報収集の仕方にまだ改善の余地があり、

政府 も規制を効果的に甫いることで,関 係機関の情報提供を促す必要があるだろう。

5-2-2信 用情報機閲のイノベーション能力の向上

競争がイノベーションを促す という原理 は、信用情報機関の発展にも適用で きる。

世界の個人信用情報機関の中で、EU型 の多く、または 日本型は、中央銀行や業界によっ

て運営 されており、各種の規制 も受 けているため、活動は大 いに制限 されるの と同時に、

競争に もさらされにくい。その結果、 これ らの個人信用情報機関のサービスはほ とん ど生

データとしての信用情報の提供 とい う単一の業務にとどまっている。それ らとは対照的に.

米国においては、市場競争原理が高度に機能 している環境が、クレジッ トビューd一 のス

コアリング技術の開発や、データの収集 と橿供に関す るスキルや経験 を基 にしたビジネス

の多角化、また、経済のグローバル化に伴う海外進出等を可能にしている。

中国の消費者信用報告 システムでは、現在の ところ、 イノベーシ ョン能力の欠如が 目立

っている。現段階で、中国の信用情報機関が提供できるサービスは、基本的な信用情報の

照会にとどまってお り、上海資信有限公司などの限 られた信用情報機関以外に、スコア リ

ングモデルを通 じての情報主体 に関する適切 な信用力評価をまだ提供で きていない。この

ようになると、信用情報の利用者が、それぞれ独自に信用力評価システムを開発 しなけれ

ばな らず、作業の重複になるだけではな く、相互間の比較が難しいために、それぞれの評

価の結果に大 きな隔たりが生じる恐れがある。

科学的諭証を経た、権威のある個人信用力評価モデルの欠如は、信用力評価の標準化お
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よび公平性が保証 されていないことを意昧す る。 したがって、中国の消費者信用報告 シス

テムにとっては、付加価値の持った製品の開発と既存製品の価値の向上が急務であろう。

5-2-3目 的の再認識

国際制度比較 を通 じて分かるように、個人信用情報の収集と利用に関わるインフラ作 り

の方法 としては、米国型の経済活動の促進 を重視 し、信用情報の収集と利用、第 三者提供

を尊重するものと、EU型 のプライバ シー保護を重視 し、信用情報の収集 と利用、特に第三

者提供 を制約するものという2通 りの方法があると考 えられる。

米国型の消費者信用報告システムは、包括的なプライバシー法やデータ保護法 よりも、

金融機関や信用市場に対する個別法による規制に比重を置いている。また、一面的な規制

を行 うよりも、業界の自主的な取 り組みによる個人情報の保護が推奨 されている。米国の

クレジ ットビi一 ローは長い間市場で機能 してきたために、政府はこのような方法で消 費

者信用報告 システムを規制する法律 を定めた。現在で も、これらの法律の下で、消費者信

用市場 での.イノベーションや、新規参入による競争メカニズムが促進 されている。つま り、

米国の法律は信用情報の交流を厳 しく制限するよりも.情 報の利用を促 しているといえる。

EU諸 国における信用市場に対す る規制は、プライバシー保護を重んじる包括法であるゆ

えに、複雑な形式や責任を定めてい る。このことは、貸 し手にとって、 リスクに見合 った

投資ではな く法律のための経営になって しまい、信用情報機関の活動も大きく制限 されて

お り、ひいては、消費者の信用商品へのアクセスに対する制限にもつながる。また、 日本

でも消費者のプライバシー保護、多重債務防止を前提 としての法律が多く設けられてお り、

個人信用情報機関の経営にも影響 を与えている。

中国においては、法制度の不備の傍 らに強い行政の裁量権が存在 しており、既存の個人

信用業務 も政府機関からの通知、意見、弁法の下で成 り立っている。行政の裁量権 には、

リスクの違いを無視する一律の金利規定などの、経済原理を無視す る面がある。法規制は

本来全ての利害者の利益を調整する役割 も持つべ きであり、消費者信用報告システムの関

連法律 も、消費者保護と金融システムの安定を図る一方で、信用および信用情報の提供者

の利益空間を確保 しなければならないが、中国の法規制はこうしたバ ランスを整 えていな

く、専 ら金融 システム安定の目的に偏 っている。

米国の事例 は、環境が異なるために必ず しも全てあてはまるとはいえないが、中国 にお

いては、関連の法律 ・規制の制定にあたって、消費者信用報告システムの構築の目的 をも

う一度考 え直 し、明確にする必要がある。つまり、消費者信用報告システムの本来の役割

が 「個人信用市場の健全な育成」 を通 じての 「消費者の利益保護」、「多重債務の防止」 ま

たは 「金融 システムの安定性の確保」にあるべ きだとい うことを常に念頭に置 くべ きであ

ろう。
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5-2-4地 域制限の撤鹿

国際制度比較を通じて、消費者信用報告システムは、 日本型の業界限定型、EU型 の地域

限定型および米国型の事業の国際化、といった3つ のパターンが見 られる。

EU諸 国の事例か ら、人の移動は地域限定型の消費者信用報告システムに収集される信用

情報の価値を低下 させるという教訓が得 られる。現在の中国においても、情報化社会が か

な り進んでおり、企業が複数の都市に営業展開 しているの も珍 しくなく、人の移動 もます

ます激 しくなっているため、貸 し手の貸出意思決定も一つの地域 に限定 されなくなるだろ

う。 この ような変化 を対応す るためには、中国の地域型信用情報機関は営業範囲の拡大 を

図 らなければならないが、今の規制環境においては信用情報機関の活動が地域に制限 され、

他の地域への進出が不可能であるのが現状である。

今後中国においては、個人信用情報機関は技術、制度上で地域 の境界を超 えた活動を行

わなければな らないし、制度的な枠組み もこのような活動の可能性 を保障 しなければな ら

ないだろう。

5-2-5国 の実情に沿 った消費者信用報告システムの構築

国際制度比較 を通 じて明らかになったように、米国型の消費者信用報告システムで は、

独立 した第三者が運営 しているクレジッ トビューローが活動 しているのに対 して、EU型 の

ように中央銀行および金融規制当局が主導で構築 された公的信用情報機関が民間信用情報

機関と共存するよ うな二重体制を取 る国 も少なくない。

各国の消費者信用報告 システムの運営方式の違いを分析す るには、それぞれの国の経済、

政治、文化的要素を考慮す る必要があるだろ う。たとえば、米国型の市場化運営方式は、

市場に対する要求が高 く、信用市場が非常に発達 し、個人の消費情 報が完備 していること

を要求す る。一方で、行政化運営は信用市場の発達程度に対す る要求がそれほど高くない

ため、普遍に適用で きる運営方式であるといえる。また、文化的、歴史的要素は、プライ

バシー保護に対す るアブn一 チの相違をもたらしており、プライバシー保護の関連法律の

規制を受ける消費者信用報告 システムの運営方式にも影響を及ぼすだろう。

各国の実情がそれぞれ違 うゆえに、必ず しも市場化運営型 を受 け入れる必要があるとは

限らないが、 フランスや、ベルギー等で生 じた公的独占は、集中化に関 して利点 を持って

いるとはいえ、 イノベーシ ョンへの圧力に さらされない等の欠点 も認識 されなければなら

ない。また、監督宮庁の意向や国の金融政策の影響 を受ける公的信用情報機関では、シス

テムの運営に関す る裁量の余地がほ とんどな く、サービスの質が低下 して しまっているこ

とも見受けられる。

中国は各地の経済発展、市場の発達段階、信用意識、個人収入および消費行為の差が大

きいため、まず消費者信用市場が相対的に発達 した地域において、市場化運営の方式で地
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域限定の消費者信用報告システムが構築 された。そ して、政府の関係部門にあるオ リジナ

ルな個人信用データの収集においても、各地の政府がある程度行政の力を発揮 した。

だが、中国は全体的に個人信用情報に薄す る市場の需要が不足 しており、多くの地域で

消費者信用報告システムの商業化運営が制限 されている。また、中国の人口基盤が大 きく、

単_,界 がカバ ーできる人口には限度があるために、業界自発で構築 された全国範囲の信

用報告シスナムは情報不完全なデータベースになりかねない。 さらに、消費者信用報告シ

ステムの構築には高額な初期投資が必要であり、信用情報に対す る十分な市場需要がない

限 り、初期投資の回収期間が異常に長 くな り、企業成長の視点からも、民間資本の自主発

展it、 固定した収益体制は形成 されにくく、発展の余地が小 さいだろう。

したがって、中国は、市場全体の発展が不均衡なため、市場 メカニズムでの運営は、全

体の経済発展に適応で きな くな り、消費者信用報告 システムの迅速で有効な実現は難 しく

なる。様 々なタイプの金融機関(主 に商業銀行)お よび政府関連部門に登録 されているオ

リジナルデータを収集するためには、中央銀行の指導力も必要 となろう。

このような背景の下で、中国の消費者信用報告システムは中央銀行主導で、行政運営の

公的信用情報機関 と地方政府が参与 し、市場化運営 を行っている地域型信用情報機関の二

重体制を取 っている。経済 ・社会環境の制約で、完全に競 争原理で信用報告システムを構

築す ることが難 しく、中央銀行の指導力も不可欠であるといった、現在の中国の実情 を考

えると、 このような二重体制は中国における消費者信用市場の発展にとって有利であろう。

将来的には、二重体制をもつ ことのメリッ トとデメ リッ トをウェイ ト付けし、制度的な

方向性 を決める必要があると思われ る。二重体制 を保持す るには、公的信用情報機関 と地

域型信用情報機関の分業を確立 しなければならないだろう.

6.本 論文の限界および今後 の課題

中国の消費者信用報告 システムがスター トしてからまだ 日が浅 く、今で も構築中である

ため、その経済価値についてのデータが不足 しており、中国全体における消費者儒用報告

システムの経済価値を検証で きなかった.そ して、各信用情報機関の運営状況、信用情報

の具体的な利用の仕方 について、 まだ現状を完全に把握できているとはいえない。

今後の研究においては、以上の事項 を解明する必要があり、 また、中国の消費者信用報

告の信用力評価の正確性 に関する実証研究も有意義であると思われる。
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【注l

l取 引において、すべ ての当事者がすべての情報に均一にアクセスで きない場合 、ある人が何が起 こって

いるかについて他の人以⊥ に知 っている可能性がある。 も し 一方の当事者が他方の当事者 が知 り得な い

情報 を持 っていたとす ると、情報を持ってい る当事者 は、それ を議曲 したり不正確に伝えたりす るか も

しれない(MaNtiw,1998)。

zAlerbf(1970)は 中古車市鳩における欠陥車{英 語でLemon)の 存在 を例にとって.「悪化が良貨 を駆逐

す る」現象を逆選択(adverseselection)と 定義 した。

3プ リンシパルはエージェン トの行動を完全に監視す ることはで きないため、エージェン トはプ リンシパ

ルが望 ま しいと考 えるよりも少ない努力 しか しない傾向がある。モ ラルハザ ー ドはエージェン トによ る

不正 な行勤 やその他のふ さわ しくない行動の リス クを示 してい る(Maエ 」dwissa),,

4ネ ガ テ ィブ情報 とは支払延滞などの与信判断 ヒマイナ スに作用す る情報であり、延滞などの返済事故記

録のないクレジッ ト利用情 報をポ ジテ ィゾ情 帳という。

5地 域的には、エキ ファックスはラテンァ メリカ;=強 く、 トラ ンスユニオ ンはアジァに積極的に進 出 して

いる。 工串スペ リア ンはn々 の親会社が英国籍 であったこともあ り、 ヨーロッパに強い。

6当 該産業のみに適 用 してい る法律。米国では、総合的な法令 によるプ ライバ シー保護ではな く、領域 ご

とに個別法 を設ける方式を採用 している。

7オ ブrア ウ トとは第三者提 供を俸止 ナる権利 を消 賢者に与 えた上 で姑めて第二者提供 を行 うことであ

る。それの逆はオプ トインといい、つまり、儒用情 報の掲載 について、事前に消 費者の同意 を得 ること

を指す。

8英 国に おいて も、デ_qへ の アクセヌ権についての 「互恵主Jの ルールが存在 し.提 供 したもの と同

等の情報 しか受け取れないという考え方である。た とえば、 ネガテ ィブ情報 を提供す る機関が アクセス

できるのは、ネガティブ情報に限 られ る。
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公 的 機 関 お よ び私 的機 関 の 全 て に適応 され る法 律 で あ る。

詳 細 は 、Je皿rZsCI1(2006}を 参 照。

総 量規 制 とは過 剰 貸 付 を 防止 す るた めの 「貸 金 業 規制 法1に よ って設 け られ た措 買 で 、 貸金 業 者 に惜 り

手 の 返 済能 力の 調 査 を義 務 付 け 、借 り手 の返 済 能 力 を超 えた 貸 付 を禁 止 づ'る。 興体 的 に は、 貸 金 業 者 に

対 して 、 指定 信 用 情 報機 関 に登 録 されて い る惜 入残 高 をAわ せ て 、 年収 の3分 の1を 超 え る こ と と な る

金 額 の 貸 付 に つ いて は、返 済 能 力 を超 えな い こ と が客 観 的 に 明 らか な場合 、 また は貸 金 茉者 に よ っ て示

され る場 合 以 外 は 禁止 す る とい う内容 で あ る。 特 に、 住宅 ロー ン等 を除 き、他 の 貸 金 業者 か らの 借 入 分

を含 め て、 年 収 の3分 の1を 超 え る貸付 を原 則 と して禁 止 して い る 。

上 海 に は1999年 か ら、 深 セ ンに は1999年 か ら、 武 漢 に は2003年 か ら地 域 型 の 唇 用 報 告 シ'スrム が 構

築 され た。

中国 知 網hi[p:〃wwwcnkl.netを 参照 。

中 国知 網http:〃www.cnki..netを 参 照 。

中国 知 網hip://www.cnki.netを 参 照 。

中国 知 網hapc〃www.cnki.net、 お よび 上海 資 信 有 限 公 司 ホ ーム ペ ー ジh廿p:〃www。5hanghaトcis.com.cn

を参 照 。

2004年 時 点 ・住 宅 ロ ー ンを除 く、消 費 者 金融 連 絡 会(2005)。

2004年 時 点 ・住 宅 ロ ー ンを除 く、EMU15ヶ 国 、Selosse&Schrefler(2005)。

2004年 時 点 ・住 宅 ロ ー ンを除 く、 日本 ク レ ジ ッ ト産 業 協 会{zoos}。

2005年 時 点 ・住 宅 ロー ンを含 む 、 中国 人民 銀 行(20G6),
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